
JP 2012-206746 A 2012.10.25

10

(57)【要約】
【課題】コスト高や生産性低下を伴うことなく、段積み
時のパレットの落ち込みを防止することができる搬送用
パレットを提供すること。
【解決手段】本発明の搬送用パレット１１は、パレット
本体１２、複数の仕切壁２２，２３、複数の収容凹部２
４を備える。パレット本体１２は外周部にフレーム部２
１を有する。仕切壁２２，２３は、パレット本体１２の
表面１３にてフレーム部２１の内側領域に縦横に設けら
れる。収容凹部２４は、仕切壁２２，２３で区画され、
板状物１を個別に収容可能である。仕切壁２３の側面２
６の複数箇所には、隣接するパレット１１の裏面１４側
を支持して落ち込みを防止する受け部３１が形成される
。受け部３１が形成された箇所を通るパレット本体１２
の断面は、裏面１４側から表面１３側に行くほど幅狭な
形状を有している。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金型を用いて熱軟化性フィルムを真空成形することにより作製されたシート状成形体で
あり、板状物を収容した状態で複数枚段積みすることが可能な搬送用パレットであって、
　表面及び裏面を有し、外周部にフレーム部を有するパレット本体と、
　前記パレット本体の前記表面において前記フレーム部の内側領域に縦横に設けられた複
数の仕切壁と、
　前記複数の仕切壁によって区画され、前記板状物を底部に載置して個別に収容可能な複
数の収容凹部と
を備え、
　前記複数の仕切壁の側面における複数箇所には、隣接するパレットの裏面側を支持して
落ち込みを防止する受け部が形成され、前記受け部が形成された箇所を通る前記パレット
本体の断面は、前記裏面側から前記表面側に行くほど幅狭な形状を有している
ことを特徴とする搬送用パレット。
【請求項２】
　前記複数の仕切壁のうちの一部のものは、分断箇所を挟んで対峙する一対の断崖部を有
し、前記一対の断崖部のうちの少なくとも一方の側面には、前記受け部が形成されている
ことを特徴とする請求項１に記載の搬送用パレット。
【請求項３】
　前記複数の仕切壁のうちの一部のものには、分断箇所を挟んで対峙する一対の断崖部が
形成され、前記一対の断崖部における両方の側面には、それぞれ前記受け部が形成されて
いることを特徴とする請求項１に記載の搬送用パレット。
【請求項４】
　前記フレーム部の内側領域において縦方向に延びる複数の第１仕切壁と、前記フレーム
部の内側領域において横方向に延びかつ前記第１仕切壁よりも幅広な複数の第２仕切壁と
を備え、前記第２仕切壁のうちの一部のものが、前記一対の断崖部を有していることを特
徴とする請求項２または３に記載の搬送用パレット。
【請求項５】
　前記一対の断崖部間に位置する前記分断箇所に対応して、前記収容凹部の前記底部より
も深い凹所が設けられていることを特徴とする請求項２乃至４のいずれか１項に記載の搬
送用パレット。
【請求項６】
　前記底部を基準とした前記凹所の深さは、前記受け部の高さから前記板状物の厚さを減
じた値よりも小さくなるように設定されていることを特徴とする請求項５に記載の搬送用
パレット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、板状物を収容した状態で複数枚段積みすることが可能な搬送用パレットに関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電池等に代表される電気部品の製造現場においては、板状部品を多数収容してさ
らにこれを複数枚段積みした状態で搬送、保管等するためのパレットがよく使用されてい
る。通常この種の搬送用パレットは、１枚の熱軟化性フィルムを原料とし、金型を用いて
真空成形することにより作製される。また、この種の搬送用パレットは、薄くて軽量であ
ることから、複数枚段積みしても場所を取らないという利点がある。
【０００３】
　従来の搬送用パレットについて簡単に説明する。搬送用パレットを構成するパレット本
体は、外周部にフレーム部を有している。パレット本体の表面においてフレーム部の内側
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領域には、縦横に設けられた複数の仕切壁が配設されている。これら複数の仕切壁は、複
数の収容凹部を区画形成している。そして、複数枚の板状部品は、複数の収容凹部の底部
に各々載置されることで、個別に収容可能となっている（例えば、特許文献１，２参照）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－３３５３３９号公報
【特許文献２】特開２００３－３３５３４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来のパレットは、そもそも薄い熱軟化性フィルムを原料として用
いた真空成形により作製されたものであるため、強度が比較的弱く、変形が起こりやすい
。このため、パレットを段積みした場合には、上側のパレットが深く落ち込んでしまう。
その結果、パレットを製造設備に設置する際や板状部品を収容する際に、１枚ずつ引き剥
がす手間が生じてしまい、作業が非常に煩雑になる。また、段積み時において収容凹部に
板状部品が収容されていると、上側のパレットの裏面側が板状部品の上面に接触すること
がある。この場合、板状部品がダメージを受け、外観や特性を損なうおそれがある。
【０００６】
　従来このような問題を解決するためには、例えば、フレーム部における異なる位置に段
差状のガイド部を設けた搬送用パレットを２種類作製し、これらを交互に段積みするとい
った対策が考えられる。しかしながら、この場合には２種類の金型が必要になり、製造コ
ストが２倍高くついてしまう。
【０００７】
　また、あらかじめガイド部の位置をずらして設けておき、１枚おきに１８０°回転させ
て段積みするという対策も一応考えられる。しかしながら、この場合には作業者に対する
負担が大きくなって生産性を低下させるばかりか、段積み時に重ね間違いが起こる可能性
もある。
【０００８】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、コスト高や生産性低下
を伴うことなく、段積み時のパレットの落ち込みを防止することができる搬送用パレット
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するための手段［１］～［６］を以下に列挙する。
【００１０】
　［１］金型を用いて熱軟化性フィルムを真空成形することにより作製されたシート状成
形体であり、板状物を収容した状態で複数枚段積みすることが可能な搬送用パレットであ
って、表面及び裏面を有し、外周部にフレーム部を有するパレット本体と、前記パレット
本体の前記表面において前記フレーム部の内側領域に縦横に設けられた複数の仕切壁と、
前記複数の仕切壁によって区画され、前記板状物を底部に載置して個別に収容可能な複数
の収容凹部とを備え、前記複数の仕切壁の側面における複数箇所には、隣接するパレット
の裏面側を支持して落ち込みを防止する受け部が形成され、前記受け部が形成された箇所
を通る前記パレット本体の断面は、前記裏面側から前記表面側に行くほど幅狭な形状を有
していることを特徴とする搬送用パレット。
【００１１】
　従って、手段１に記載の発明によると、受け部が形成された箇所を通るパレット本体の
断面は裏面側から表面側に行くほど幅狭な形状を有しているので、受け部は底部が収容凹
部の外側方向に張り出した状態となっている。ゆえに、上側に位置するパレットの受け部
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の底部裏面側が、その下側に位置する別のパレットの受け部の上部に支持可能となる。そ
の結果、段積み時におけるパレットの落ち込みが防止される。
【００１２】
　［２］前記複数の仕切壁のうちの一部のものは、分断箇所を挟んで対峙する一対の断崖
部を有し、前記一対の断崖部のうちの少なくとも一方の側面には、前記受け部が形成され
ていることを特徴とする手段１に記載の搬送用パレット。
【００１３】
　手段２に記載の発明によると、分断箇所を挟んで対峙する一対の断崖部は比較的強度が
高いため、その側面に受け部を形成することで、変形しにくい受け部とすることができる
。なお、複数の仕切壁の全てが分断されているわけではなく、残りのものについては連続
的に形成されているため、パレットの強度が維持される。
【００１４】
　［３］前記複数の仕切壁のうちの一部のものには、分断箇所を挟んで対峙する一対の断
崖部が形成され、前記一対の断崖部における両方の側面には、それぞれ前記受け部が形成
されていることを特徴とする手段１に記載の搬送用パレット。
【００１５】
　従って、手段３に記載の発明によると、分断箇所を挟んで対峙する一対の断崖部は比較
的強度が高いため、その側面に受け部を形成することで、変形しにくい受け部とすること
ができる。なお、複数の仕切壁の全てが分断されているわけではなく、残りのものについ
ては連続的に形成されているため、パレットの強度が維持される。また、一対の断崖部に
おける両方の側面に受け部を形成した結果、上側に位置するパレットの受け部の底部裏面
側が安定的に支持可能となり、横方向のずれに強くなる。よって、段積み時におけるパレ
ットの落ち込みをより確実に防止することができる。
【００１６】
　［４］前記フレーム部の内側領域において縦方向に延びる複数の第１仕切壁と、前記フ
レーム部の内側領域において横方向に延びかつ前記第１仕切壁よりも幅広な複数の第２仕
切壁とを備え、前記第２仕切壁のうちの一部のものが、前記一対の断崖部を有しているこ
とを特徴とする手段２または３に記載の搬送用パレット。
【００１７】
　従って、手段４に記載の発明によると、相対的に幅狭な第１仕切壁に比べて、相対的に
幅広な第２仕切壁のほうが、受け部を形成可能なスペースが大きい。このため、大きめの
受け部を形成することが可能となり、パレットの裏面側をより安定的に支持することがで
きる。
【００１８】
　［５］前記一対の断崖部間に位置する前記分断箇所に対応して、前記収容凹部の前記底
部よりも深い凹所が設けられていることを特徴とする手段２乃至４のいずれか１項に記載
の搬送用パレット。
【００１９】
　従って、手段５に記載の発明によると、収容凹部の底部において分断箇所に対応した箇
所に凹所を設けることで、底部に凹凸ができ、その部分が補強される。よって、第２仕切
壁に分断箇所を設けたことによる強度低下を最小限に留めることができる。また、パレッ
トの裏面側においては凹所の裏面側に凸部ができるため、段積み時にこの凸部が一対の断
崖部間に嵌合した状態となる。よって、段積みされたパレット同士が横ずれしにくくなる
。
【００２０】
　［６］前記底部を基準とした前記凹所の深さは、前記受け部の高さから前記板状物の厚
さを減じた値よりも小さくなるように設定されていることを特徴とする手段５に記載の搬
送用パレット。
【００２１】
　従って、手段６に記載の発明によると、収容凹部に板状物を収容した状態で段積みした



(5) JP 2012-206746 A 2012.10.25

10

20

30

40

50

ときでも、パレットの裏面側にできる凸部が板状物に接触しなくなる。
【発明の効果】
【００２２】
　以上詳述したように、手段１～６に記載の発明によると、コスト高や生産性低下を伴う
ことなく、段積み時のパレットの落ち込みを防止することができる搬送用パレットを提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明を具体化した一実施形態における搬送用パレットを示す平面図。
【図２】（ａ）は上記実施形態の搬送用パレットの要部拡大平面図、（ｂ）は（ａ）のＡ
－Ａ線における概略断面図、（ｃ）は（ａ）のＢ－Ｂ線における概略断面図。
【図３】図２（ａ）のＣ－Ｃ線における概略断面図。
【図４】上記実施形態において段積み時におけるパレットの様子を示す要部拡大断面図。
【図５】別の実施形態において段積み時におけるパレットの様子を示す要部拡大断面図。
【図６】別の実施形態において段積み時におけるパレットの様子を示す要部拡大平面図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の搬送用パレットを具体化した実施の形態を図面に基づき詳細に説明する
。
【００２５】
　図１等に示されるように、本実施形態の搬送用パレット１１は、板状物である平面視正
方形状の平板電池１を多数収容することができ、この状態で複数枚段積みして搬送、保管
等するための器具である。この搬送用パレット１１は、金型を用いて熱軟化性フィルムを
真空成形することにより作製されたシート状成形体である。
【００２６】
　熱軟化性フィルムとしては、例えば軟質のポリエチレンフィルムや軟質のポリ塩化ビニ
ルフィルムなどといった汎用の樹脂フィルムが用いられる。成形原料となる熱軟化性フィ
ルムの厚さは特に限定されず材料に応じて適宜変更することが可能であるが、例えば１．
２ｍｍ以下の厚さであることが好ましく、０．５ｍｍ以上１．０ｍｍ以下の厚さであるこ
とがより好ましい。フィルムの厚さが厚すぎると、成形時に必要な樹脂量が多くなる結果
、製造コスト増につながるおそれがある。逆にフィルムの厚さが薄すぎると、搬送用パレ
ット１１に十分な強度を付与しにくくなるおそれがある。
【００２７】
　図１に示されるように、搬送用パレット１１を構成するパレット本体１２は、平面視で
長方形状を呈している。パレット本体１２の外周部には、その全周にわたってリブ状のフ
レーム部２１が形成されている。フレーム部２１における複数箇所（図１では６箇所）に
は、段差状のガイド部１５が設けられている。これらガイド部１５は、段積みされた搬送
用パレット１１同士を互いに引き剥がす際に指を入れる場所として通常利用される。
【００２８】
　パレット本体１２の表面１３においてフレーム部２１の内側領域には、縦横に設けられ
た複数の仕切壁２２，２３が設けられている。第１仕切壁２２は表面１３側に凸のリブ状
をなしており、パレット本体１２の縦方向（図１では上下方向）に延びている。本実施形
態では、第１仕切壁２２は１１本設けられており、互いに等間隔を隔てて配置されている
。これら第１仕切壁２２の上面には、１つおきに補強用の小リブ２７が突設されている。
なお、１１本存在する第１仕切壁２２はいずれも分断箇所３２を有しておらず、連続的に
形成されている。第２仕切壁２３は表面１３側に凸のリブ状をなしており、パレット本体
１２の横方向（図１では左右方向）に延びている。本実施形態では、第２仕切壁２３は５
本設けられており、互いに等間隔を隔てて配置されている。これら５本の第２仕切壁２３
のうち、パレット中央部を通っている１本については、その上面に補強用の小リブ２７が
突設されている。第２仕切壁２３の幅は第１仕切壁２２の幅よりも１．５倍～２倍程度大
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きくなっている。
【００２９】
　互いに直交する複数の第１仕切壁２２及び複数の第２仕切壁２３は、フレーム部２１の
内部領域を複数の収容凹部２４に区画している。本実施形態では、矩形状をなす収容凹部
２４が、縦方向に６個、横方向に１２個（合計７２個）形成される。そして、このような
収容凹部２４は底部２５を有しており、その底部２５には平板電池１が水平に載置可能と
なっている（図２参照）。その結果、複数の平板電池１が複数の収容凹部２４に個別に収
容できるようになっている。
【００３０】
　図１～図３に示されるように、この搬送用パレット１１の場合、５本ある第２仕切壁２
３のうち、パレット中央部を通っている１本を除く４本については、複数の分断箇所３２
が設けられている。その結果、この分断箇所３２を挟んで一対の断崖部３３が対峙するよ
うな状態で形成されている。そして、これら一対の断崖部３３における両方の側面２６に
は、それぞれ受け部３１が形成されている。従って、一対の受け部３１同士も分断箇所３
２を挟んで対峙している。
【００３１】
　図２（ｂ）は、第２仕切壁２３において一対の受け部３１が形成された箇所を通るパレ
ット本体１２の断面を示している。この断面においてパレット本体１２は、裏面１４側か
ら表面１３側に行くほど幅狭な形状を有している。別の言い方をすると、上記断面の部分
は逆台形状となっており、金型の抜き方向（図２（ｂ）では上型を抜く上方向）に逆テー
パー形状となっている。成形品であるパレット本体１２にいわゆる「アンダーカット」が
入っていると把握してもよい。なお、表面１３を基準としたとき、受け部３１におけるテ
ーパー部分の傾斜角度は３°～１５°程度に設定される。傾斜角度が小さすぎると、受け
部３１の底部が小面積になってしまい、段積み時のパレット１１の落ち込みを確実に防止
することが困難になるおそれがある。また、傾斜角度が大きすぎると、逆テーパー形状が
きつくなりすぎて、金型の型抜き性を悪化させるおそれがある。
【００３２】
　受け部３１は底部を有しており、その底部は収容凹部３２の外側方向に０．５ｍｍ～１
．５ｍｍ程度張り出している。底部は平面視で略三日月状を呈している。なお、図２（ｃ
）は第２仕切壁２３における受け部３１をその正面側（つまり分断箇所３２の側）から見
たものである。これによると、受け部３１は正面視で半楕円形状となっており、その半楕
円形の円弧は表面１３側に向いている。よって、受け部３１は正面視で裏面１４側から表
面１３側に行くほど幅狭の形状を呈していることがわかる。
【００３３】
　収容凹部２４の底部２５において分断箇所３２に対応する位置には、当該底部２５より
も深い凹所３４が複数設けられている。図２（ａ）等に示されるように、これら凹所３４
は搬送用パレット１１の縦方向に長い矩形状であり、その長辺は第２仕切壁２３の幅の２
倍～３倍程度の長さを有している。なお、図２（ｂ）等に示されるように、パレット１１
において凹所３４に対応する箇所の裏面１４側は、凸部１４ａとなっている。本実施形態
の場合、底部２５を基準とした凹所３４の深さｄ１は、受け部３１の高さｈ１から平板電
池１の厚さｈ２を減じた値よりも小さくなるように設定されている（図４参照）。
【００３４】
　図４には、搬送用パレット１１を段積みした状態が示されている。このとき、上側に位
置するパレット１１の受け部３１の底部裏面側が、その下側に位置する別のパレット１１
の受け部３１の上部（言い換えると断崖部３３の上面先端）に支持される。その結果、上
側のパレット１１が下側のパレット１１に落ち込まない状態で位置決めされるとともに、
凸部１４ａが平板電池１の上面に対して非接触の状態を維持する。また、パレット１１の
裏面１４側の凸部１４ａが一対の断崖部３３間に嵌合することで、パレット１１同士が横
ずれしにくい状態となる。
【００３５】
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　従って、本実施の形態によれば以下の効果を得ることができる。
【００３６】
　（１）本実施形態の搬送用パレット１１では、上記のように複数の仕切壁２３の側面２
６における複数箇所に、落ち込み防止用の受け部３１を形成している。また、受け部３１
が形成された箇所を通るパレット本体１２の断面を、裏面１３側から表面１４側に行くほ
ど幅狭な逆テーパー形状としている。従って、段積み時において上側に位置するパレット
１１の受け部３１の底部裏面側が、その下側に位置する別のパレット１１の受け部３１の
上部に支持可能となる。その結果、段積み時におけるパレット１１の落ち込みを防止する
ことができる。
【００３７】
　従って、段積みされたパレット１１を困難なく簡単に段バラシすることができ、従来の
ものに比べて生産性が向上する。また、収容凹部２４に平板電池１を収容した状態で段積
みしたとしても、上側のパレット１１の裏面１４側が平板電池１の上面に接触しない。よ
って、平板電池１が段積みによるダメージを受けなくなり、外観や特性の低下を未然に防
ぐことができる。
【００３８】
　さらに、本実施形態によれば、ガイド部１５を落ち込み防止用の構造物として機能させ
なくてもよくなる。このため、フレーム部２１における異なる位置にガイド部１５を設け
た搬送用パレットを２種類作製し、これらを交互に段積みするといった従来の対策を講じ
る必要がなくなる。よって、２種類の金型を必要とせず基本的に１種類で足りることとな
るため、製造コスト高を防ぐことができる。また、あらかじめガイド部１５の位置をずら
して設けておき、１枚おきに１８０°回転させて段積みするという従来の対策を講じる必
要もなくなる。よって、段積み時にパレット１１の方向性を気遣う必要がなくなり、作業
者に対する負担が軽減され、生産性の低下を防ぐことができる。
【００３９】
　以上述べたように、本実施形態の搬送用パレット１１によると、コスト高や生産性低下
を伴うことなく、段積み時のパレット１１の落ち込みを防止することができる。
【００４０】
　（２）本実施形態の搬送用パレット１１では、複数の第２仕切壁２３のうちの一部のも
のに、分断箇所３２を挟んで対峙する一対の断崖部３３を形成している。そして、これら
一対の断崖部３３における両方の側面２６に、それぞれ受け部３１を形成している。一対
の断崖部３３は形状的にみて比較的強度が高いため、その側面２６に受け部３１を形成す
ることで、変形しにくい受け部３１とすることができる。なお、複数の第２仕切壁２３の
全てが分断されているわけではなく、残りの第２仕切壁２３及び第１仕切壁２２の全てに
ついては、パレット本体１２の縦横方向に連続的に形成されている。そのため、パレット
１１の強度を維持することができる。また、一対の断崖部３３における両方の側面２６に
受け部３１を形成した結果、上側に位置するパレット１１の受け部３１の底部裏面側が安
定的に支持可能となり、横方向のずれに強くなる。よって、段積み時におけるパレット１
１の落ち込みをより確実に防止することができる。さらに、本実施形態では、第１仕切壁
２２よりも幅広な第２仕切壁２３の側面２６に一対の断崖部３３を設けている。ゆえに、
第１仕切壁２２の側面２６を受け部形成用スペースとする場合に比べて、大きなスペース
を確保することができる。このため、比較的大きめの受け部３１を形成することが可能と
なり、パレット１１の裏面１４側をより安定的に支持することができる。
【００４１】
　（３）本実施形態の搬送用パレット１１では、一対の断崖部３３間に位置する分断箇所
３２に対応して、収容凹部２４の底部２５よりも深い凹所３４を設けているため、底部２
５に凹凸ができ、その部分が補強される。よって、第２仕切壁２３に分断箇所３２を設け
たことによる強度低下を最小限に留めることができる。また、パレット１１の裏面１４側
においては凹所３４の裏面１４側に凸部１４ａができる。そして、段積み時にこの凸部１
４ａが一対の断崖部３３間に嵌合した状態となる。よって、段積みされたパレット１１同
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士が横ずれしにくくなり、パレット１１の落ち込みをより確実に防止することができる。
しかも、この構成を採用することで、金型の型抜き性を向上することが可能となる。加え
て、上記のような位置に凹所３４を設けておくと、治具や作業者の指などをその凹所３４
に入れて平板電池１を取り出すことができる点で有利である。
【００４２】
　（４）本実施形態の搬送用パレット１１では、底部２５を基準とした凹所３４の深さｄ
１が、受け部３１の高さｈ１から平板電池１の厚さｈ２を減じた値よりも小さくなるよう
に設定している。従って、収容凹部２４に平板電池１を収容した状態で段積みしたときで
も、パレット１１の裏面１４にできる凸部１４ａと平板電池１との間に所定の空間が確保
される。よって、凸部１４ａが平板電池１に接触しなくなり、平板電池１がダメージを受
けて外観や特性を損なうといった心配がなくなる。このため、平板電池１の品質を把持し
つつ搬送、保管等を行うことができる。
【００４３】
　なお、本発明の各実施の形態は以下のように変更してもよい。
【００４４】
　・上記実施形態では一対の断崖部３３間に位置する分断箇所３２に対応して凹所３４を
設けたが、底部２５において分断箇所３２ではない位置に凹所３４を形成して、底部２５
のさらなる補強を図ってもよい。また、凹所３４は必須構成ではないことから、図５に示
す別の実施形態の搬送用パレット１１Ａのように凹所３４を省略した構成としてもよい。
【００４５】
　・上記実施形態では第２補強部２３に一対の断崖部３３を設け、そこに一対の受け部３
１を互いに対峙するように設けている。このような構成に代えて、一対あるもののうち、
いずれか片方の断崖部３３のみに受け部３１に設けるようにしてもよい。
【００４６】
　・上記実施形態では、第２仕切壁２３に一対の断崖部３３を設けてその側面２６に受け
部３１を設けたが、受け部３１の設置位置はこの位置のみに限定されない。例えば、図６
に示す別の実施形態の搬送用パレット１１Ｂのように、第１仕切壁２３の側面２６にも同
様の構造の受け部３１を設けてもよい。また、第２仕切壁２３ではなく第１仕切壁２２に
一対の断崖部３３を設けてその側面２６に受け部３１を設けてもよい。
【００４７】
　・上記実施形態では、平板電池１を搬送用パレット１１の被収容物としたが、平板電池
１以外の板状物を被収容物としてもよい。このような板状物としては、例えば、平板状の
リチウムイオンキャパシタや平板状のリチウムイオン二次電池などの電気化学デバイスが
ある。また、このような電気化学デバイスのほか、平板状の電子部品（ＩＣチップ、チッ
プトランジスタ、チップ抵抗、チップコンデンサ、チップコイルなど）や、回路基板など
を被収容物としてもよい。また、上記実施形態では平面視で正方形状のものを被収容物と
したが、特にこれに限定されない。
【００４８】
　次に、特許請求の範囲に記載された技術的思想のほかに、前述した各実施の形態によっ
て把握される技術的思想を以下に列挙する。
【００４９】
　（１）手段１乃至６のいずれか１項において、前記板状物は平板状の電気化学デバイス
であること。
【００５０】
　（２）手段１乃至６のいずれか１項において、前記板状物は平板状の電池であること。
【００５１】
　（３）手段１乃至６のいずれか１項において、段積み時に前記板状物と前記凹所の裏面
側にできる凸部とが非接触状態となること。
【００５２】
　（４）手段１乃至６のいずれか１項において、成形原料となる前記熱軟化性フィルムは
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【００５３】
　（５）手段３乃至６のいずれか１項において、前記一対の受け部が形成された箇所を通
る前記パレット本体の断面は、前記金型に対する逆テーパー形状となっていること。
【００５４】
　（６）手段２乃至６のいずれか１項において、前記受け部を前記分断箇所の側から見た
ときの形状は、前記表面側に円弧を向けた半楕円形状であること。
【符号の説明】
【００５５】
　１…板状物としての平板電池
　１１，１１Ａ，１１Ｂ，１１Ｃ…搬送用パレット
　１２…パレット本体
　１３…表面
　１４…裏面
　２１…フレーム部
　２２…第１仕切壁
　２３…第２仕切壁
　２５…底部
　２６…（仕切壁の）側面
　３１…受け部
　３２…分断箇所
　３３…断崖部
　３４…凹所
　ｄ１…凹所の深さ
　ｈ１…受け部の高さ
　ｄ２…板状物の厚さ
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